
Googleビジネスプロフィール普及促進業務委託仕様書 

 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名 

     Googleビジネスプロフィール普及促進業務委託 

 

（２）委託期間 

     令和７年８月１日(金)～令和８年３月１９日(木) 

 

（３）目的 

本業務は、真岡市内の観光・宿泊・飲食事業者に向けて、Googleビジネスプロフィー

ルオーナー登録の必要性や情報発信方法に関するセミナーの開催及び個別相談会を実

施、更に伴走支援を実施することで、Googleビジネスプロフィールの普及促進を図り、

観光客が Google や Google マップで観光情報を検索する際に最も効果的な情報提供を

行うことを目的とする。 

また、Googleビジネスプロフィールの普及促進を図ることで、より多くの観光情報を

発信し、交流人口の増加や知名度向上を図ることを目的とする。 

 

（４）業務概要 

① セミナーの開催及び運営業務 

② 個別相談会の実施及び運営業務 

③ 市内事業者への伴走支援 

④ 進捗管理・調査・分析業務報告 

 

 

２ 業務内容(仕様) 

業務内容は下記（１）～（５）の内容を実施すること。 

 

（１）セミナーの開催(１回)及び運営業務 

①講義内容 

・Google ビジネスプロフィールの活用により、収益向上のメリットが見込める内容の

セミナーとすること。 

   ・セミナー当日に、参加者が実際にオーナー登録までができる内容とすること。 

   ・実践で利用できる活用方法を理解できる内容にすること。 

②開催形式   

真岡市内での対人による開催とすること。また、開催場所に関しては、真岡市の公共



施設を利用し、セミナーへの参加料は無料とすること。 

    （公共施設の利用については、発注者が手配を行い、会場使用料は無償とする。）  

   ③実施時期及び回数 

   実施時期：令和７年９月頃を想定している。 

     実施回数：１回 

④受注者は、セミナー参加者の受付フォームを作成し、参加者名簿を作成すること。 

⑤セミナー開催における配布資料等のデータは受注者が作成して発注者へ提出すること 

とし、資料データは発注者が２次利用可能とすること。また、配布資料等の印刷につい 

ては、発注者が負担する。 

⑥受注者は、セミナー開催後にオーナー登録状況を調査し、結果を発注者に報告すること。 

※セミナーの告知に関しては市で実施する 

 

（２）個別相談会の実施及び運営業務 

受注者は、下記①～⑤に示した内容を加味した個別相談会を１回実施すること。 

 

   ①個別相談会内容 

インターネット活用初心者でもオーナー登録から運用の方法までを習得できる内容

とすること。  

   ②開催形式 

 真岡市内での対人による開催とすること。また、開催場所に関しては、真岡市の公共

施設を利用し、相談会への参加料は無料とすること。 

（公共施設の利用については、発注者が手配を行い、会場使用料は無償とする。） 

   ➂開催時期及び相談箇所数 

          開催時期：令和７年１０月頃１回実施 

相談箇所数：１回につき１箇所以上設置し、人員を配置すること。 

   ④開催時間 

     より多くの方が参加可能になる時間帯で開催すること。 

⑤個別相談会における配布資料等のデータは受注者が作成して発注者へ提出することと 

し、資料データは発注者が２次利用可能とすること。また、配布資料等の印刷につい 

ては、発注者が負担する。 

 

(３) 市内事業者への伴走支援 

    ①伴走支援対象事業者の選定支援 

   Googleビジネスプロフィール普及促進の観点から改善の大きさ、可能性を基に伴走支

援対象事業者の選定支援を行うこと。抽出条件を示しながら、対象となる事業者(3者

以上)を抽出・提案し、市との協議により決定することとする。 

    ②伴走支援対象事業者への伴走支援 



(ア) 現状の確認及び課題抽出 

(イ) 目標及び計画の策定 

(ウ) Googleビジネスプロフィール活用に関する取り組みの提案・実施支援 

(エ) 事業者に対し定期的な進捗の確認及び改善案の提案を行うこと。 

(オ) 伴走支援の期間は、3カ月以上 5カ月までとすること。 

③協議(打ち合わせ)の実施及び報告 

定期的に協議(打ち合わせ)の場を設け、伴走支援実施の進捗状況等について市へ報告す

ることとする。 

 

（４）進捗管理・調査・業務報告 

セミナーや個別相談会業務に伴う、名簿や作表等のデータ作成、オーナー登録がされ

ているかなどの追跡調査、その他、発注者が依頼した本業務に係る調査実施をするとと

もに(１)～(３)の業務の効果分析を行い今後の改善案を含んだ報告書を作成すること。 

 

（５）その他 

・資料及び提出する際の作成フォームは、ワードやエクセルなど一般的に普及してい

る様式とすること。 

・本業務の広報は、発注者が実施するが、受注者が所有する媒体等で可能な限り広報

は行うこと。 

 

 

３ 秘密保持 

（１）本業務に関し、受注者が発注者より受領又は閲覧した資料等は、発注者の了解無く公表

又は使用してはならない。 

 

（２）受注者は、本業務で知り得た発注者及び事業者等の業務上の秘密を保持しなければなら

ない。 

 

 

４ 個人情報の保護 

受注者は、本業務を履行する上で、個人情報を取り扱う場合は、真岡市個人情報保護法施

行条例(令和４年１２月１９日条例第２２号)を遵守しなければならない。 

 

 

５ 留意事項 

（１）本業務の再委託に関しては、再委託先ごとの業務内容、再委託先の概要及びその体制と

責任者を明記の上、事前に書面にて報告し承諾を得ることとする。 



 

（２）本業務にあたり、第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受注者の費

用をもって処理するものとする。 

 

（３）契約や支払いに関する書類などの本業務の関係資料を本業務完了の年度の翌年度から 

起算して、５年間保管すること。 

 

（４）本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたときは、発

注者と協議の上、定めることとする。 

 


